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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月28日に提出いたしました第88期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)有価証券報告書の添

付書類のうち、定款の一部に訂正すべき事項がありましたので、有価証券報告書の訂正報告書を提出いたします。 

  

２ 【訂正事項】 

訂正後の定款を新たに添付しております。 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

(訂正前) 

定款 

第４章 取締役および取締役会 

第23条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

までとする。 

(訂正後) 

定款 

第４章 取締役および取締役会 

第23条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

までとする。 

  

(訂正前) 

定款 

第４章 取締役および取締役会 

第25条 

2. 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役副社長が、取締役福社長に事故があるときは、取締役会に

おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 

(訂正後) 

定款 

第４章 取締役および取締役会 

第25条 

2. 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役副社長が、取締役副社長に事故があるときは、取締役会に

おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 

  

  


	表紙
	本文
	１有価証券報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所


	pageform1: 1/2
	pageform2: 2/2
	form1: EDINET提出書類  2007/06/28 提出
	form2: 日本写真印刷株式会社(251014)
	form3: 有価証券報告書


